
重点項目 区分 継続

重点的な取組 1 担当課 政策課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　内部評価で
は、総合計画に
掲げる41施策を
対象とする施策
評価に加え、実
施計画以外の事
業も含め見直し
の余地があると
思われる40事業
を対象に、事務
事業評価を行
なった。
　外部評価で
は、本年度から
一部事業仕分け
の手法を取り入
れ、行政評価委
員会において選
定した10事業
（17項目）を対
象に、行政外部
の視点から評価
し、当委員会よ
り各事業の方向
性についての考
えが示された。

　総合計画前期
基本計画期間の
最終年度を迎
え、後期基本計
画策定に向け、
前期計画の取組
について総括的
な視点から内部
評価及び外部評
価を実施したた
め、今年度は事
業仕分けの手法
は導入しなかっ
たが、結果につ
いては後期基本
計画や次年度以
降の予算編成に
反映させてい
く。
　また昨年度の
外部評価の対象
となった事業に
対しては引き続
き対応を進めて
いく。

 昨年度の行政
評価の意見も踏
まえ、総合計画
後期基本計画と
実施計画を策定
した。
 今年度の行政
評価については
1次評価と２次
評価を実施し、
外部評価は実施
せず、議会にお
ける決算委員会
時に総合計画の
成果指標の達成
度合について審
査を実施し、次
年度の予算編成
に反映させた。
　外部評価のあ
り方等を含め、
見直しを行って
いく。

　行政評価委員会
を、市の附属機関
として明確に位置
付けるため、附属
機関設置条例に規
定するとともに、
行政評価を柔軟に
実施できるよう要
綱を改正した。
　今年度の行政評
価については、1
次評価において全
事業・施策の評
価、2次評価で施
策評価、そして外
部評価では、選定
した10事業を対象
に評価を実施し
た。
　また、昨年同
様、市議会決算委
員会時の資料に総
合計画成果指標の
達成度合と１次評
価結果を記載し、
いただいた意見等
は可能な限り、次
年度予算編成等に
反映させた。

　内部評価につ
いては、引き続
き、「主要施策
の成果に関する
報告書」の作成
と合わせて、全
事務事業につい
ての１次評価と
35の施策ごとの
２次評価を行っ
た。
　また、外部評
価では、行政評
価委員会におい
て選定した17事
業を対象に評価
を実施し、可能
な限り、予算編
成や事務改善に
繋げるよう努め
た。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

－ － － － －

具体的取組

　丸亀市総合計画の着実な進展を図るために施策や事務事業について行政評価を行い、結果
を予算編成や行政活動の改善に反映させている。
　昨今の景気低迷や地方交付税の削減に伴い、今後は歳入減少が予想されることから、限ら
れた財源で既存事業のすべてを実施することが困難になるため、効果や優先度の面から継続
事業の取捨選択を行うとともに、ニーズに適った新しいサービス体系を構築していく必要が
ある。

スケジュール表

－

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　現在実施している行政評価（事務事業評価）は総合計画に掲載されている事業を対象とし
ているが、今後は市が実施している事務事業全般を対象とした中から見直しが必要と思われ
るものを抽出したうえで評価するなど、より効果的な手法へと改善する。
 また、新たに実施する事業についてはあらかじめ目標値や効果基準を設け、達成が不可能
な事業については撤退も検討する。

　予算を一律カットして既存の事業の効果を一律に低減させるのではなく、効果の高い事業
に財源を集中させるとともに、効果の薄い事業については廃止を含めた見直しを行うこと
で、事業の硬直化を是正し、質の高い行政サービスの提供が可能となる。

行政評価を活用した事務事業の再編

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

行政評価結果の予算への
反映

進行状況

新たな行政評価システム
の構築



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-① 担当課 高齢者支援課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　行政評価（外
部評価）におい
て敬老事業のあ
り方について持
続可能な事業と
なるように見直
しを求められた
こともあり、高
齢者福祉計画策
定委員会へ諮問
していくことと
する。

　高齢者福祉計
画策定のための
アンケート結果
も踏まえ、福祉
推進委員会の中
で、多様な意見
を聴取し見直し
を進めた。
　平成23年度は
高齢者訪問の対
象者年齢を見直
した。

　平成24年度に
おいて、これま
で行っていた金
婚記念の賀状･
金杯の贈呈を廃
止した。
　敬老会行事に
ついて、対象者
や事業内容、運
営方法等の見直
しを進める。
　また、第６次
丸亀市高齢者福
祉計画に基づ
き、敬老祝金の
あり方について
も見直しを検討
していく。

　高齢者訪問、
敬老行事、敬老
祝金については
継続予定である
が、第6次丸亀
市高齢者福祉計
画に基づき、対
象条件や支給
額、敬老祝い金
のあり方等につ
いて、見直しを
検討していく。

 高齢者訪問、
敬老行事、敬老
祝金については
継続予定である
が、第7次丸亀
市高齢者福祉計
画の策定にあた
り、丸亀市福祉
推進委員会にお
いて、敬老行事
の対象条件や、
敬老祝い金のあ
り方等につい
て、今後も見直
しの検討を続け
ることを報告し
た。

検討 検討 実施 実施 実施

検討 検討 実施・検討 実施 実施

－ － － － －効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　高齢者数の急増を踏まえ、真に市民のニーズに応えられる敬老事業とするため、対象者・
手法・運営方法の見直しを図る必要がある。

スケジュール表

－

行政評価の結果報告を受
け、見直しを検討

高齢者福祉計画策定委員
会で協議

実施

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　平成24年度に改定する高齢者福祉計画の策定作業の中で、アンケートを実施するなどし、
従来の、①市長高齢者訪問、②敬老会行事、③敬老祝金の支給、④金婚記念について、根本
的な見直しを行う。

　限られた予算の中で、事業を効果的に実施していくために、対象年齢など事業のあり方を
見直すことで、効率的な事業運営が図れる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
敬老行事事業運営の改善

事業の選択と集中



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-② 担当課 健康課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

完了

　行政評価の改
善報告を受け、
類似事業につい
て平成23年度予
算編成前に地域
振興課と調整を
行った。
　その結果、子
ども対象の料理
教室は地域振興
課が、メンズ対
象の料理教室は
健康課で実施す
ることとなっ
た。
　今後もニーズ
を把握しなが
ら、毎年調整は
続けたい。
　ヘルスメイト
については養成
のみならず、来
年度からは技能
向上にも力を入
れ、活躍の機会
を確保する。

　今年度は、地
域振興課の講座
との調整を行
い、子ども対象
の料理教室は地
域振興課が、メ
ンズ対象の料理
教室は健康課で
実施した。
　今後もニーズ
を把握しなが
ら、次年度予算
編成前に関係各
課と調整を続け
たい。
　ヘルスメイト
については、ビ
ギナー対象に年
2回、新たに会
員対象に技能向
上研修を年4回
開催した。（ヘ
ルスメイト：平
成23年4月現在
291名）

　ヘルスメイトに
ついては、養成講
座、ビギナー教
室、育成研修会を
実施することによ
り、会員のレベル
アップに努めてい
る。
　また、平成23年
度策定した『健や
か　まるがめ21』
後期計画や丸亀市
食育推進計画に基
づき、丸亀市食育
ネットワーク会議
を開催し、関係各
課や団体と連携し
て推進を図ってい
る。（ヘルスメイ
ト：平成24年4月
現在 290名）
　平成24年度の病
態別栄養教室に腎
臓サポート教室を
追加し、24年度に
9回開催し、336名
の参加があった。

　ヘルスメイトに
ついては、引続き
養成講座、ビギ
ナー教室、育成研
修会を実施するこ
とにより、会員の
レベルアップに努
めている。
　また、平成24年
6月に設置した丸
亀市食育ネット
ワーク会議を2回
開催し、構成機関
や団体等と連携を
図り、食育を効果
的に推進してい
る。（ヘルスメイ
ト：平成25年4月
現在 286名）
 25年度11月から
は、病態別栄養教
室を実施。25年度
では、腎臓サポー
ト教室を16回開催
し、367名が参
加。糖尿病予防教
室を16回開催、
544名が参加し
た。糖尿病対策を
強化している。

　ヘルスメイトに
ついては、引続き
養成講座、ビギ
ナー教室、育成研
修会を実施するこ
とにより、会員の
レベルアップに努
めている。
　また、平成24年
6月に設置した丸
亀市食育ネット
ワーク会議は年2
回開催、構成機関
や団体等と、常に
情報交換をするな
ど、連携を図り、
食育を効果的に推
進している。6月
には、合同で展示
を開催した。（ヘ
ルスメイト：平成
26年4月現在 278
名）
　26年度も病態別
栄養教室を11月か
ら実施。26年度で
は、腎臓サポート
教室を18回開催
し、299名が参
加。糖尿病予防教
室を16回開催、

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

－ － － － －

各種料理教室の調整

具体的取組

　食生活改善事業は、市が実施する親子クッキング教室をはじめとする料理教室、ヘルスメ
イト養成講座、幼稚園との食育事業、栄養相談等の直営事業と丸亀市食生活改善推進協議会
に委託している各コミュニティ単位の活動事業がある。
　各種料理教室は調理室を持つコミュニティや地域振興課が同様の教室を実施していること
から、調整が必要と思われる。
　一方、ヘルスメイトのレベルアップのためには、県・市で行う研修や情報交換が不可欠
で、試行の場も必要であるので、教室を全て止めることはできない。

スケジュール表

－

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　関係各課と情報交換し、同様の教室の調整を図る。
　市ではヘルスメイトの養成・技能向上（フォローアップ）に力を入れるとともに、保健師
と栄養士が専門性を生かし連携して病態別栄養教室にも積極的に取り組む。（ヘルスメイ
ト：平成22年4月現在298名）

　健康づくりを推進するためには、「食生活の改善」は基本である。
　市がヘルスメイトを養成するとともに、より広範囲な専門知識の習得機会を確保し、ヘル
スメイトがコミュニティ単位で地域に根付いた活動を続けることにより、各地域から食生活
改善の輪が広がることを期待する。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
食生活改善事業の改善

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

ヘルスメイトの養成・
フォローアップ

病態別栄養教室の開催

進行状況



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-③ 担当課 市民活動推進課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　両補助金の整
理統合に向け
て、まずは「ま
ちづくり計画」
策定を促した。
未策定の5コ
ミュニティにつ
いても策定に向
けて協議を進め
た。
　また、整理統
合の前段とし
て、コミュニ
ティが自主性
もって活動でき
るよう次年度に
向けて運営補助
金及びまちづく
り補助金の要綱
見直しを進め
た。

　まちづくり計画
未策定4コミュニ
ティ及び計画見直
し1コミュニティ
に対して、策定を
促しており、未策
定3コミュニティ
では策定に向けて
実行委員会を結成
し協議している。
　うち2コミュニ
ティでは、平成25
年度上旬を目途に
策定中である。
　残りの1コミュ
ニティと計画見直
し１コミュニティ
については、策定
後、｢まちづくり
補助金｣を活用し
て事業が行なえる
メリットを伝え、
さらに策定を促し
ていきたい。

　特色あるまち
づくりに取り組
むための基本と
なる「まちづく
り計画」策定を
促進していく上
で、策定コミュ
ニティには、イ
ンセンティブ経
費として、地区
コミュニティ運
営助成金に補助
金を加算し活動
意欲向上に努め
ている。
　計画未策定3
コミュニティと
計画見直し1コ
ミュニティにつ
いては早期策定
を促している。

　平成26年度は１
コミュニティが新
たに計画策定し、
2地区が計画の見
直しを行った。一
方、コミュニティ
まちづくり補助金
について、補助率
や限度額の見直し
を行い、より使い
やすくするととも
に、自治会加入促
進に係る経費には
補助を上乗せする
など、制度設計を
一部見直すことと
した（H27.4より
実施）。今後の運
営補助金の算出根
拠を実状と照らし
合わせ整理する必
要がある。

－ 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

－ 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

－ － － －効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　コミュニティ運営補助金は、「定額」「世帯割」「人口割」「均等割」を主な算出根拠と
していることや、対象となる経費が指定されていることから、活動意欲の向上に繋がる交付
基準となっておらず、地域において特色ある活動が制約される状況にある。
　また、「まちづくり計画」に基づき、特色あるまちづくりに取り組んでもらうためのコ
ミュニティまちづくり補助金との関連性を整理する必要がある。

スケジュール表

－

運営補助金の算定基準の
見直し

運営補助金とまちづくり
補助金の統合

まちづくり補助金の見直
し

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　コミュニティ運営補助金は、コミュニティが主体性を持って活動できるよう、より自由度
の高い一括交付金にするとともに、交付額の算定にコミュニティの規模等に応じた基礎的な
部分と独自の活動や市との協働の状況等に応じた加算部分を設ける。
　また、各コミュニティが特色あるまちづくりを目指して策定している「まちづくり計画」
に基づいて実施する事業を支援するための「コミュニティまちづくり補助金」について、各
コミュニティの策定状況も勘案しながらコミュニティ運営補助金との整理統合を図る。

　コミュニティによる自治活動の活性化が促進されるとともに、協働のパートナーとしての
支援体制が確立される。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
コミュニティ推進事業の改善

事業の選択と集中



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-④ 担当課 市民活動推進課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 ―

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　健康課、文化
課、指定管理者
（丸亀市福祉事
業団）等と事業
の調整を行い、
類似の事業につ
いて見直しを
行った。
　平成23年度か
ら、男性料理講
座を健康課へ、
子どもお菓子講
座を指定管理者
の独自事業へ集
約する。
　また、各講座
で満足度やニー
ズ等のアンケー
トを実施した。

　アンケート結
果から、企画や
内容の見直しを
行い、「子育て
講座～思春期の
子どもとの良い
関係～」や「親
子でリトミッ
ク！！」などの
新規の講座を9
講座開設した。

　引き続きアン
ケートを実施し
ながら企画や内
容の見直しを行
い、「アウトド
アーチャレンジ
講座」や「よく
わかる！！ボラ
ンティア初歩講
座」などの新規
講座を4講座開
設した。

　引き続きアン
ケートを実施し
ながら企画や内
容の見直しを行
い、「香川発！
食の技術開発の
はなし」や「安
心、安全な生活
の知恵のはな
し」などの新規
講座を6講座、
特別教養講座と
して開設した。

　講座終了後に
必ず行うアン
ケートを基に企
画や内容の見直
しを行い、「や
さしい整体」や
「防災のはな
し」など、新規
に一般6講座、
特別教養講座8
講座を開設し
た。

検討 実施 実施 実施 実施

検討 実施 実施 実施 実施

－ － － －

関係課と調整

具体的取組

　個人の趣味・趣向を内容とする市民講座についてクラブ化を進め、学んだことを地域や社
会で生かせるようなテーマの講座を開催してきた。
　しかし、開催後の事業効果の検証ができていなかったため、受講生の講座に対する意見を
十分把握できていなかった。
　また、「市民講座」の一般講座、「子ども講座」の一部について、他部局に類似の事業が
あるため、見直しが必要である。

スケジュール表

―

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　市や学習センター指定管理者が行う講座について、対象者や内容が重複しないよう連絡調
整を図りながら、市民に学習機会を提供する。
　また、受講後のアンケートにより事業効果を検証する。

　市民のニーズにあった講座や現代的課題を解決するための講座を、限られた予算の中で効
率的に行える。
　指定管理者と連携をとることで、自主事業として独自の講座の開催を促進でき、広く市民
に参加してもらえる講座を開催することができる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
市民講座の見直し

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

事業実施

アンケート実施

進行状況



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-⑤ 担当課 産業振興課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　「うちわの港
ミュージアム」
と丸亀城内の
「うちわ工房
竹」の効果的戦
略を求める行政
評価の意見を踏
まえ、施設の方
向性について検
討を行った。
　現在の指定管
理が終了する平
成24年度末まで
に方向性を定め
るべく、来年度
もさらに検討を
進める予定であ
る。

　｢うちわの港
ミュージアム」
と丸亀城内の｢
うちわ工房竹」
の施設は老朽化
が進んでおり、
市民ひろばへ相
互機能が備わる
施設の建設につ
いて、「香川県
うちわ協同組合
連合会」や「う
ちわ工房竹」等
関係者と連絡会
を開催した。

　｢うちわの港
ミュージアム」
と丸亀城内の
「うちわ工房
竹」の統合の検
討及びミュージ
アムの移転に係
る新施設の基本
構想（施設及び
展示内容の検
討）に着手。
「うちわ協同組
合連合会」、
「うちわ工房
竹」等から意見
徴収。

　｢うちわの港
ミュージアム」
と丸亀城内の
「うちわ工房
竹」の統合の検
討及びミュージ
アムの移転につ
いては、その他
の施設も併せた
総体的な見直
し・検討中とな
り予算留保。

　学識経験者、
市民ひろば利用
団体、公募委員
等で構成された
「（仮称）うち
わの常設展示
館・物産館建設
及び市民ひろば
整備検討委員
会」を設置。そ
の委員会から整
備方針に関する
答申をいただく
予定である。
全体会　5回
分科会　7回

検討 検討 検討 検討 実施

検討 検討 検討 検討 検討

－ － － － －効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　現在、「うちわの港ミュージアム」は、指定管理者による運営を行っているが、施設の老
朽化が進み、修繕が追いつかない状況であることから、早い時期に、今後の施設運営の方向
性を定める必要がある。
　一方、丸亀うちわの製作実演施設としての機能が重複している丸亀城内観光案内所内の
「うちわ工房竹」についても、同じく今後のあり方について見直す必要がある。

スケジュール表

－

施設のあり方について検
討

実施

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　「うちわの港ミュージアム」と「うちわ工房竹」の統合を含めて、ハード面から効率的な
施設運営について検討するとともに、地場産業の継承や観光資源としての活用といったソフ
ト面からも効果的な施設運営について検討し、両施設の新たなあり方を見出す。

　貴重な地場産品である丸亀うちわを、産業振興や観光振興の面に効果的に生かすことが期
待できる。
　また、施設運営についても、より効率的な運営が可能となる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
うちわの港ミュージアムの運営事業の改善

事業の選択と集中



重点項目 区分 新規

重点的な取組 １-⑥ 担当課
産業振興課・
農林水産課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値

264,000千円
①239,000
②15,000
③10,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

完了

　商工業融資につ
いては、全ての制
度に利子補給制度
を導入して2年目
になり、融資の実
行件数は増加傾向
にあるので、今後
も融資制度のＰＲ
と預託金の適正化
に努めたい。
　農業振興資金融
資事業について
は、現状で借入希
望者はいないた
め、次年度以降、
これまでの実績に
照らし適正な事業
費となるよう見直
したい。
　土地改良事業資
金融資預託金事業
については、概算
払が可能となった
ため平成22年度で
廃止した。

　商工業融資につ
いては、利子補給
制度のＰＲ効果等
から、融資の実行
件数は平成21年度
の22件に対して平
成22年度は44件と
倍増し、融資額も
約1.4倍になっ
た。企業訪問事業
の際、各社の協力
企業へ融資制度を
紹介願うよう依頼
した。本年度も昨
年度並みに推移し
ており、引き続
き、預託金の適正
化を図る。
　農業振興資金融
資は借入希望者が
利用しやすくなる
よう、融資規程の
一部見直しを行
い、本年度は、3
件の利用があっ
た。次年度以降も
適正な事業費とな
るようＰＲに努め
融資につなげた
い。

　商工業融資に
ついて銀行への
融資活用の依頼
回りや、企業訪
問時の制度Ｐ
Ｒ、中讃勤労者
福祉サービスセ
ンター会員企業
への制度ＰＲな
ど更なる融資制
度の周知を図
る。
　農業振興資金
融資について
も、適正な事業
費となるよう制
度のＰＲに努め
融資につなげて
行く。
　融資の実行件
数は48件だっ
た。

　商工業融資に
ついて銀行への
融資活用の依頼
回りや、企業訪
問時の制度Ｐ
Ｒ、中讃勤労者
福祉サービスセ
ンター会員企業
への制度ＰＲな
ど更なる融資制
度の周知を図
る。
　農業振興資金
融資について
も、適正な事業
費となるよう制
度のＰＲに努め
融資につなげて
行く。
　融資の実行件
数は40件であ
る。

　商工業融資に
ついて銀行への
融資活用の依頼
回りや、企業訪
問時の制度Ｐ
Ｒ、中讃勤労者
福祉サービスセ
ンター会員企業
への制度ＰＲな
ど更なる融資制
度の周知を図
る。
　農業振興資金
融資について
も、適正な事業
費となるよう制
度のＰＲに努め
融資につなげて
行く。
　融資の実行件
数は40件であ
る。

229,000千円 215,000千円 199,000千円 190,000千円 190,000千円

264,000千円
①239,000
②15,000
③10,000

243,000千円
①231,000
②12,000

③0

243,000千円
①231,000
②12,000

③0

243,000千円
①231,000
②12,000

③0

243,000千円
①231,000
②12,000

③0

－ － － － －

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　各融資制度の実態に応じて、預託金額や融資条件等の制度の見直しを図るとともに、制度
の周知にも力を入れる。

　実態に応じた融資制度を展開することにより、市財源の有効活用ができる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
商工業・農林融資事業の改善

事業の選択と集中

　中小企業に対する市の融資制度は、保証料や利子の一部を補給するなど借方に対して有利
な条件を設けているが、国・県の制度に加えて金融機関独自の融資制度など種類が多くある
ためか、実行件数が少ない状況である。
　農業振興資金融資事業は、農業施設整備等に対する融資制度の預託金で、市で定める規定
に基づき、融資事務はＪＡで実施されるが、近年、大型補助事業の減少に伴い融資希望者が
減っている。
　土地改良事業資金融資預託金事業は、県単独補助事業等を実施する土地改良区等に対し融
資を行ってきたが、事業の減少と概算払いが可能となったため不要となった。

目標数値

実績数値

効果額

スケジュール表

預託金額（①商工業融資②農業振興資金融資③土地
改良事業資金融資）

進行状況

実態に照らして事業内容
の見直し・実施

土地改良事業資金融資預
託金事業の廃止

具体的取組



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-⑦ 担当課 文化観光課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

具体的取組 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　行政評価にお
いて現代美術の
魅力を市民にわ
かりやすく伝
え、市民に一層
愛される美術館
運営を求められ
たことを受け、
指定管理者との
連絡会を開催
し、企画展の内
容等について意
見交換を行っ
た。
　また、平成23
年2月にミモカ
美術振興財団が
公益財団法人に
移行し、自立に
向けた経営健全
化に向けて一歩
前進した。

　行政評価にお
いて指摘のあっ
た「現代美術の
魅力を市民にわ
かりやすく伝え
る」取組とし
て、毎週日曜日
に学芸員による
キュレーターズ
トークを実施し
た。
　また、指定管
理者との連絡会
は、継続して開
催していく。

　毎週日曜日の
学芸員による
キュレーターズ
トークは好評で
あり、継続して
実施し、現代美
術をわかりやす
く紹介してい
く。
　指定管理者と
の連絡会も、継
続して開催して
いく。
　今年度で指定
管理期間が満了
するにあたり、
市が実施してい
るＭＩＭＯＣＡ
ゲートプラザ活
用事業を来年度
からは美術館本
体の事業として
実施する予定で
ある。

　今年度より5
年間ミモカ美術
振興財団を管理
者に指定した。
　毎週日曜日の
学芸員による
キュレーターズ
トークは好評で
あり、継続して
実施し、現代美
術をわかりやす
く紹介してい
く。
　指定管理者と
の連絡会も、継
続して開催して
いく。
　ＭＩＭＯＣＡ
ゲートプラザ活
用事業を今年度
から美術館本体
の事業として実
施し、市民団体
との協働による
文化事業を引き
続き実施してい
く。

　毎週日曜日の
学芸員による
キュレーターズ
トークは好評で
あることから、
継続して実施し
ていく。
　指定管理者と
の連絡会も、継
続して開催して
いく。
　ＭＩＭＯＣＡ
ゲートプラザ活
用事業を市民団
体との協働によ
る文化事業とし
て美術館が引き
続き主体的に実
施していく。

検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

－ － － － －

－

指定管理者との意見交換
及び事業内容の協議

効果額

実績数値

目標数値

進行状況

スケジュール表

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　指定管理者との連携を一層深め、次期協定締結時までに、市民のニーズが的確に反映され
た企画等を展開できるように、協定内容の見直しも含めて協議していくとともに、指定管理
者制度のモニタリングを通じて運営状況の改善に繋げていく。

　現代美術の魅力をわかりやすく市内外に発信し、かつ、市民ニーズにも応えた企画等を展
開することにより、今まで以上に市民から愛される施設となる。

(行政評価を活用した事務事業の再編)
猪熊弦一郎現代美術館運営事業の改善

事業の選択と集中

　猪熊弦一郎現代美術館の管理運営については、平成18年4月1日から、財団法人ミモカ美術
振興財団を指定管理者として指定しており、現在は、平成25年3月31日までの協定を締結し
ているが、丸亀を代表する文化施設として、市民ニーズに応え、市民理解を得られるような
企画等の展開が課題となっている。
　そのためには、指定管理者であるミモカ美術振興財団と市が連携を強化する必要がある。



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-⑧ 担当課
産業振興課・
文化観光課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　桃喰うまつり
とあやうたふる
さとまつりにつ
いては、実行委
員会の事務局を
民間団体等に移
行又は移行準備
を進めている。
　このことによ
りイベントの企
画などについて
は、自立した運
営ができるよう
になってきてい
る。

　平成23年度は
市民参加を促す
ためにも　「あ
やうたふるさと
まつり」実行委
員会事務局を市
から飯綾商工会
に移行した。
　引き続きより
自立した運営を
強化していく。

　引き続きまつ
りやイベントの
あり方や実施主
体の見直しを進
めるとともに、
より自立した運
営に向け強化し
ていく。

　引き続きまつ
りやイベントの
あり方や実施主
体の見直しを進
めるとともに、
より自立した運
営に向け強化し
ていく。

　引き続きまつ
りやイベントの
あり方や実施主
体の見直しを進
めるとともに、
より自立した運
営に向け強化し
ていく。

検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

－ － － － －効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　現在、市の主なまつり・イベントとして、春の桜まつり、桃の花まつり、お城まつり、夏
の桃喰うまつり、婆娑羅まつり、秋の菊花展、あやうたふるさとまつりなどがある。
　市のまつり・イベントについては整理統合を進め、現在に至っているが、合併後５年が経
過し、それぞれのあり方を再検討すべき時期を迎えている。
　また、市民の声を反映し、市民参加を促すために、主催を市から実行委員会に移行する取
組を進めているが、実行委員会において、より自立した運営を強化していく必要がある。

スケジュール表

－

それぞれのまつり等のあ
り方の検討・実施

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　それぞれのまつりの意義を再確認し、実施方法・形態の見直しや統廃合などについて検討
する。

　年間を通してメリハリのあるまつり・イベントを開催することができる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
四季のまつり開催事業の改善

事業の選択と集中



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-⑨ 担当課 （教）総務課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 111,723千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　行政評価で指
摘を受けた制度
についての見直
しを行うととも
に、就学奨励費
支給要綱の改正
を行った。

　改正された要
綱に基づき、新
しい就学援助制
度を実施した。
　学校現場への
周知もスムーズ
にできた。
　基準値よりも
事業費を削減す
ることができ
た。
　目標値には到
達していない
が、制度の見直
しという所期の
目標は達してい
るため計画どお
りとしている。

　経済情勢等に
より事業費の増
が見込まれ、事
業費の前年比で
の削減は難しい
状況にあるが、
引き続き制度の
適切な運用に努
める。

　経済情勢、社
会情勢の影響を
受けるため、景
気低迷の折、事
業費が増加傾向
にあるが学校現
場との連絡を密
にして制度の適
正な運用に努め
いきたい。

　経済情勢等の
影響を受けるた
め、事業費が増
加傾向にある
が、引き続き制
度の適正な運用
に努めていきた
い。

111,723千円 109,168千円 109,168千円 109,168千円 109,168千円

109,083千円 110,493千円 112,636千円 110,025千円 114,631千円

2,640千円 1,230千円 △913千円 1,698千円 △2,908千円

就学援助制度の内容の検
討・改正の準備

具体的取組

　就学援助制度は、経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に必要な支援をし、
義務教育の円滑な実施に資するためのものであるが、現状では生徒全体の約15%が対象と
なっており、制度の趣旨からも見直しを検討する必要がある。

スケジュール表

就学奨励事業費【平成22年度】

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　以下のような改正を平成23年度から実施する。
○　支給対象を住民票が丸亀市にある児童生徒に限定する。
○　通学費を支給対象項目から削除する。
○　修学旅行費と集団宿泊学習費に上限を設ける。
○　生活保護世帯は修学旅行費と通学用ヘルメット購入費のみを対象にする。

　本当に援助が必要な者を対象にするという制度の本来の趣旨にあった運用ができる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
就学奨励事業の改善

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

実施

進行状況



重点項目 区分 新規

重点的な取組 1-⑩ 担当課 学校教育課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

検討 検討 実施 実施 実施

検討 検討 実施 実施 実施

－ － － － －

　小中学校にお
ける交流授業で
は、中学校教員
の専門性を活か
した授業によ
り、小学校6年
生に中学校へ進
学する期待を膨
らませる実践を
おこないたい。
平成26年度は、
完成した小中9
年間を見通し
た、各教科のカ
リキュラム研修
資料を活用し
た、授業実践と
検証をおこなっ
ていく予定であ
る。また、充実
期を向かえ軌道
に乗っている各
学校群の小中一
貫教育の実践を
発展・拡充させ
ていく。

スケジュール表

－

丸亀教育の全般的な
見直し

実施

進行状況

　外部評価の結
果を受け、丸亀
教育についての
見直しを行う。
　まずは、平成
23年度より市内
すべての小中学
校に学校図書館
指導員を配置す
ることになっ
た。

　丸亀教育は「学
校」「家庭」「地
域」の連携により
郷土への誇りと、
生きる力を育むこ
とが理念である。
　これまでの成果
として、学習や地
域・社会への関心
の向上や学校が楽
しいと思う子が増
えているが、反面
「中１ギャップ」
等の問題も見られ
るようになった。
　そこで、丸亀教
育の理念をもと
に、9年間を通し
た「小中一貫教
育」に試行的に取
り組んでおり、平
成23年度は学校群
ごとに連携協議会
を設置し、教育目
標を定め、小中学
校の交流、教員の
意識改革を進め
た。
　丸亀教育の中で
取り組んできた、
学校づくり・仲間
づくり推進事業に
ついては、小学校
と中学校の連携事
業として組み替え
た。
　平成25年度の小
中一貫教育の充実
期に向け、さらに
検証、分析してい
く。

　義務教育9年間を
通して、自立心と共
生の心や態度を育成
する「丸亀市小中一
貫教育」を丸亀市が
行う教育の根幹とし
て取り組んでいる。
　今年度は、小中学
校教員による交流授
業が昨年度以上に充
実していることが子
どもたちへのアン
ケート結果からもう
かがえる。また、小
中9年間のカリキュ
ラムの小学校部分が
ほぼ完成している。
　さらに、各学校群
で目標を決め、その
目標達成に向け、小
中学校の子どもた
ち、教員、保護者、
地域の方々が連携
し、積極的な取組が
行われている。
　取組が長く継続す
るためには、多岐に
渡る取組を焦点化・
重点化していくこと
が重要である。そこ
で、平成24年度を
「改善期」と位置づ
け、様々な取組の精
選と見極めを行って
いく。
 学校図書館指導員
の活動により児童生
徒の読書活動が活性
化し、図書の貸出冊
数が１校あたり
1,000冊～2,000冊増
加するなどの成果が
見られる。

　小中学校での
交流授業も定着
してきている。
平成25年度には
小中9年間のカ
リキュラムの中
学校部分も完成
する予定であ
り、これで小中
9年間を通した
カリキュラムが
完成することに
なる。今年度
は、カリキュラ
ム資料を活用し
た公開授業を実
施する予定であ
る。
　また、平成24
年度に精選や見
直しを図ったこ
とについて取り
組む平成25年度
を「充実期」と
位置づけ、「丸
亀市小中一貫教
育」が各学校群
において特色あ
る充実した取組
となるようにす
る。

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　「丸亀教育」全般の見直しを行い、再構築した「丸亀教育」を平成24年度から実施す
る。

　学校現場での丸亀教育に関する意識の醸成が期待できる。

（行政評価を活用した事務事業の再編）
丸亀教育推進事業の改善

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　現在の丸亀教育には多くの内容が盛り込まれているが、「丸亀教育」という定義が不明
確なため、教育理念やテーマを整理する必要がある。
　また、事業成果についても検証を行い、分析する必要がある。



重点項目 区分 新規

重点的な取組 2 担当課 健康課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 209千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

完了

　7月に開催し
た丸亀市保健医
療推進委員会に
おいて健康まつ
りの廃止が了承
され、関係団体
等に通知した。
　一方で、コ
ミュニティまつ
りの中に、健康
に関するコー
ナーを設け、保
健師が健康づく
りの啓発活動を
している。みど
りの月間丸亀
フェスタにも初
めて参加した。
　今後は、コ
ミュニティのま
つり等の中で、
内容の充実を図
るとともに、健
やかまるがめ21
講座や他課のイ
ベントも活用し
て啓発機会を増
やしたい。

0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円

209千円 209千円 209千円 209千円 209千円

　健康まつりは昭和59年に健康展として始まり、開催場所、名称を変えながら現在の健康ま
つりに至り、市民の健康づくりへの意識啓発に貢献してきた。
　しかし、現在の事業効果を検証すると、協力団体等が準備に多くの労力を費やすにも拘ら
ず、来場者は減少している。
　一方、地域コミュニテイでは各種まつりが活発化してきたことなどから、中心的まつりと
しての役割も終えたと考える。
　今後は地域の催しの中で健康づくりへの取り組みを支援するなど啓発方法の転換が必要で
ある。

スケジュール表

開催経費

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　年1回、市が主催する健康まつりは廃止し、地域の取り組みの中で健康について情報発信
していくこととする。

　今後は地域で開催する各種まつりの中の健康ブースを継続的に充実させ、地域を支援する
立場で取り組んでいくことにより、啓発機会や対象者を増やし、実効性の高いものとしてい
きたい。

「健康まつり」の廃止

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

進行状況

健康まつりの廃止

具体的取組



重点項目 区分 新規

重点的な取組 3 担当課 財務課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　予算編成作業
を通じて単独扶
助費について継
続的な見直しを
実施し、栄養強
化事業費につい
ては平成23年度
から廃止するこ
ととした。

　枠配分した一
般財源による予
算編成作業の中
で、各担当部局
の自主的な単独
扶助費の見直し
を進めた。
　一律現金給付
である遺児年金
を廃止し、ニー
ズにより扶助さ
れる現物給付
（こども医療の
拡大、地域子育
て支援事業の拡
大、病児・病後
児保育事業の新
設）に組み替
え、予算に反映
した。

　国の社会保障
関連の施策動向
等に注視しつ
つ、地域性や市
民ニーズ、扶助
の効果などを予
算編成を通じて
担当部局にヒア
リングした。
　平成25年度予
算については、
単独扶助費の改
廃や拡大などは
特になし。

　近隣市町との
住民サービスバ
ランス等にも留
意しつつ、真に
必要な扶助のあ
り方を常に検証
するよう各担当
部局に働きかけ
るとともに、財
源面では財政的
な需要額の算定
と調整を進め
た。
　平成26年度予
算では、こども
医療費の対象年
齢引上げを行っ
た。

　消費税増税分
の社会保障財源
化による財源面
での動向に留意
しつつ、引き続
き、近隣市町と
の住民サービス
バランス等にも
配慮し、市民生
活を支える扶助
のあり方を常に
検証するよう担
当部局に働きか
ける。
 平成27年度予
算については、
単独扶助費の改
廃や拡大などは
特になし。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

－ － － － －

具体的取組

  本市が独自に実施している社会保障関連経費である単独扶助費について、第１次行政改革
において平成18年度に大幅な見直しを行ったが、今後、国の社会保障制度の動向も不透明で
あることから、厳しい財政状況のもと、継続した見直しが求められている。

スケジュール表

－

実　施　計　画　進　行　管　理　票

  現在、国県の扶助制度に加えて、本市が独自に支援している「上乗せ単独扶助」について
再点検し、国の制度との整合性を検証する。
　また、その他単独扶助についても再検証する。

  国の扶助制度に対する補完的役割が明確化され、市民ニーズにマッチした扶助制度に近づ
くとともに、ひいては、扶助の公平性を高める。

単独扶助費の見直し・適正化

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

進行状況

単独扶助費について再検
証し予算に反映



重点項目 区分 新規

重点的な取組 4 担当課 子育て支援課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 2,758千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

【平成24年
1月計画変更】

　廃止を前提に
検討を行うとと
もに、母子・寡
婦関連団体の役
員と意見交換会
を実施した。

　平成23年度に
入学お祝い金の
廃止について方
針を決定するこ
ととしていた
が、現行の子ど
も手当は平成23
年度をもって廃
止され、「児童
手当」が新たに
創設されたこと
から、制度の内
容を十分に把握
し、改めて平成
24年度におい
て、制度の廃止
等について検討
していくことと
した。【方針決
定を1年延期】

　平成25年度に廃
止することで、関
係団体の県母子寡
婦連合会丸亀支部
に通告したが、廃
止の前提としてい
た「こども手当」
が廃止され、全体
の支給額としては
減額された「児童
手当」に改正され
たことから、制度
廃止には難色が示
された。
　しかしながら、
本報償金の組替事
業として、平成25
年度から「ひとり
親家庭等子育て支
援事業」（一時預
かり保育の利用料
減免等）の実施を
計画していること
から、県母子寡婦
連合会丸亀支部か
ら提案され、本事
業の財源が捻出で
きる「中学校入学
祝金」を平成25年
度をもって廃止す
ることとした。

平成25年度より
「中学校入学祝
金」を廃止し、
「小学校入学祝
金」のみの支給と
した。
ひとり親家庭にお
ける、仕事と子育
ての両立支援と心
身にかかる育児負
担の軽減を目的
に、平成25年度よ
り「ひとり親家庭
等子育て支援事
業」として、ファ
ミリーサポートセ
ンター事業、病
児・病後児保育と
一時預り事業の3
事業の利用料の半
額補助を実施し、
65件の利用があっ
た。
25年度からの新規
事業のため制度周
知に努めたが、当
初の想定件数より
も低い利用状況で
あった。

 平成25年度か
ら本報償金の組
替事業として実
施している「ひ
とり親家庭等子
育て支援事業」
の利用状況が当
初の想定件数よ
り低い状況で
あったことから
も、当面は「小
学校入学祝金」
の支給は継続す
る。
「ひとり親家庭
等子育て支援事
業」の制度につ
いて一層の周
知・啓発を行っ
た。

検討 検討 検討 実施 実施

検討 検討 検討 900千円 871千円

－ － － 1,858千円 1,887千円効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　お祝い金はひとり親家庭の児童が小・中学校に入学する際に、それぞれ7,000円、1万円を
支給している。（平成21年度支給対象316人）
　子ども手当の創設など、国の子育て支援策が拡大したことから、その動向も見極めなが
ら、入学お祝い金制度について見直しを検討する必要がある。

スケジュール表

支出金額

制度の廃止について検討

方針決定

実施

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　今後、国の子ども手当の動向を見極めながら制度の廃止を検討する。

　限られた予算の中で、優先度や効果度の高い事業に財源を充当できる。

入学お祝い金の見直し

事業の選択と集中



重点項目 区分 新規

重点的な取組 5 担当課 子育て支援課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 33,534千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

完了

　廃止（組み替
え）について検
討するととも
に、母子・寡婦
関連団体の役員
と意見交換会を
実施した。

　遺児年金は平
成24年度に廃止
し、新たに病
児・病後児保育
事業の実施と、
平成24年4月か
らは乳幼児医療
について現行の
通院・入院共に
7歳未満まで
を、入院時は中
学校終了まで拡
充する。
　福祉推進委員
会において協議
済（H24.1.17）

　平成24年度か
ら遺児年金を廃
止し、その財源
を新たに実施す
る病児・病後児
保育事業等の他
の子育て支援事
業に組み替え
た。
　病児・病後児
保育事業とは、
病気や病気回復
期で、入院の必
要はないが保育
所、幼稚園、小
学校に行けない
児童を、保護者
が仕事などの理
由により家庭保
育できない場合
に、一時的に預
る制度で、おか
だ小児クリニッ
ク「おひさま」
で実施してい
る。

　平成24年度か
ら廃止した遺児
年金の組替えと
しては、ひとり
親家庭を含めた
子育て家庭への
子育て支援とし
て、病児・病後
児保育、こども
医療給付事業、
地域子育て支援
拠点事業（旧ひ
ろば型）等の、
ニーズの高い子
育て支援事業の
実施または拡充
に充当してい
る。
　地域子育て支
援拠点事業（旧
ひろば型）は平
成25年度に新た
な1ヶ所を開設
しており、次年
度でも新たに
1ヶ所の開設を
予定している。

検討 検討 実施 － －

検討 検討 実施・完了 － －

－ － 33,534千円 33,534千円 33,534千円

制度の廃止について検討

具体的取組

　遺児年金は、ひとり親家庭の児童に対して年額18,000円を支給しているが、児童扶養手当
を受けることのできない父子家庭の児童も対象となっている制度である。（Ｈ21支給対象
1,863人）
　しかし、平成22年8月からは児童扶養手当が父子家庭にも拡充され、さらには、子ども手
当の創設など、国の子育て支援策が拡大したことから、その動向を見極めながら、遺児年金
の廃止を検討する必要がある。

スケジュール表

支出金額

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　平成24年度での廃止を検討するとともに、ニーズの高い母子等福祉事業への組み替えを図
る。

　効果の重複する事業を廃止し、優先するべき事業の財源に充てることができる。

遺児年金の見直し

事業の選択と集中

効果額

実績数値

目標数値

方針決定

実施

進行状況



重点項目 区分 新規

重点的な取組 6 担当課 政策課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　平成22年度よ
り部の運営方針
を作成し、ホー
ムページ等で市
民にも公開し
た。
　方針に掲げら
れた事項につい
ては平成23年度
に成果を評価
し、次期の政策
立案につなげ行
政サイクルの確
立を目指す。

　平成23年度の
部の運営方針を
作成し、ホーム
ページ等で市民
に公開した。
　運営方針に掲
げた重点課題に
ついて各部で共
通認識を持ち、
着実な目標の達
成を目指してい
る。

　前年度の評価
も踏まえ、平成
24年度の部の運
営方針を策定
し、ホームペー
ジ等で公開する
とともに、職員
間で共通認識の
もと業務の遂行
にあたってい
る。
　次年度の部の
運営方針は、こ
れまで別々に作
成していた目標
管理制度を連動
させ、また、年
度途中での中間
評価を行うこと
により、今年度
実施中の事業に
ついても必要な
改善を加え、次
年度予算に反映
させることとし
た。

　平成25年度の
部の運営方針
は、目標管理制
度とも連動した
なかで作成し、
目標を明確化
し、職員間で共
通認識するとと
もに、ホーム
ページで市民に
も公開した。
　そして、各部
課の中間評価等
を通して着実な
進行管理を行う
とともに、次年
度予算にも反映
させた。

　26年度の部の
運営方針は、庁
内でのヒアリン
グ等を充実さ
せ、より一層部
長の意向が反映
できるよう見直
しを行った。
　当方針につい
ては、平成22年
度に導入して以
来、見直しを行
いながら毎年度
策定し、組織運
営の基本を示す
ものとして定着
しているが、部
の課題の明確化
やさらなる部長
マネジメント機
能の強化を図る
ため、27年度か
らは、「部の重
点課題」にマイ
ナーチェンジす
ることとした。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

－ － － － －効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　新しい時代に対応したまちづくりを進めていくため「丸亀市総合計画」を策定し、丸亀市
の将来像やまちづくりの基本理念を掲げるとともに、基本計画に掲げられた施策を進めるた
めに具体的取組である実施計画を策定し、毎年度見直しを行っている。
　限られた財源の中、より効果的な事業成果を導き出すには、現在市が直面している課題を
整理し、事業の優先度を明らかにしておく必要がある。

スケジュール表

－

部の運営方針の作成と予
算への反映

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　総合計画に基づいた市政を運営するにあたり、各部が1年間どのような課題に重点を置
き、どのような手法で取り組んでいくかを年度当初に明らかにする「部の運営方針」を作成
し、各部の目標を明確にすることで職員間の共通認識を構築するとともに、部長のマネジメ
ント機能を強化する。
　あわせて部の運営方針に掲げる事業は「重点事業」と位置づけ、事業の選択と集中を進め
ていくとともに、成果について評価し、必要な見直しを加え次期の政策立案へとつなげる。
　また、方針の内容についてはわかりやすい形でホームページ等で公表する。

　各部が現在直面している課題を整理するとともに、組織の目標を明確化し、着実な進行管
理を行う。
　また、重点事業を明らかにすることで優先度を判別し、事業の選択と集中による予算編成
を進める。
　市民にも公表することで、市役所が重点的に取り組んでいる仕事をわかりやすく紹介でき
る。

部の運営方針に基づく事業の選択と集中

事業の選択と集中



重点項目 区分 新規

重点的な取組 7 担当課 職員課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

　平成22年度は
企画課におい
て、職員の窓口
サービスに対す
る意識の向上と
共有化を図るた
めに、「親切、
丁寧、的確に、
そして笑顔の
エッセンス」と
いうスローガン
を掲げて、周知
を図った。
　また、市民に
対しても取組を
より明確にする
ため、スローガ
ンを掲げたポス
ターを庁内に掲
示した。
　平成23年度か
らは、所管を職
員課に移す予定
である。

  平成22年度に
掲げた「親切、
丁寧、的確に、
そして笑顔の
エッセンス」と
いうスローガン
を念頭に市民対
応にあたるよう
職員に周知・浸
透させ窓口サー
ビスの向上を推
進した。

  引き続き「親
切、丁寧、的確
に、そして笑顔
のエッセンス」
というスローガ
ンを念頭に市民
対応にあたるよ
う職員に周知・
浸透させ窓口
サービスの向上
を推進してい
く。
　また、平成25
年2月～3月にか
けて来庁者アン
ケートを行っ
た。

　平成24年度に
行ったアンケー
ト調査の分析を
行い、調査結果
について、市Ｈ
Ｐで公表してい
る。
  平成26年3月
に改訂した人材
育成基本方針で
は、目指すべき
職員像として、
「市民感覚に優
れた職員」「コ
ミュニケーショ
ン能力に優れた
職員」等と定
め、人材育成に
努めることとし
た。

　行政改革につ
いての市民アン
ケートにおい
て、職員の市民
の接し方や不満
と感じた場合の
理由を伺う設問
を設けて分析
し、職員に必要
な能力・知識を
高める研修を
行った。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

－ － － － －効果額

実績数値

目標数値

具体的取組

　平成21年10月に実施した行政改革に関するアンケート結果によれば、市の窓口対応につい
て8割以上の人が「普通」以上の評価をしており、12月に実施した来庁者アンケートにおい
ても概ね高評価を得ている。
　しかし、窓口業務は市民と行政を結ぶ最前線であり、市政全般への信頼に繋がる重要な業
務であるため、市民サービス向上のための改善と、継続的な職員の意識改革が必要である。

スケジュール表

－

窓口サービス改善による
市民満足度の向上

進行状況

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　窓口サービス等改善会議を中心に窓口サービス向上のための研究を進め、市民の声や窓口
業務に実際に従事している職員の意見も反映して、業務改善や職員の意識改革を図る。

　市民目線に基づいたサービスの提供を意識することにより、行政サービスの質的向上が図
られる。
　また、職員が日頃から改善を心がけることにより市民満足度を向上させることが期待でき
る。

窓口サービスの向上

窓口業務の改善



重点項目 区分 新規

重点的な取組 8 担当課 税務課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

完了

【平成23年
8月項目追加】

完了

　コンビニエン
スストアでの納
付の導入に向け
て準備に取り掛
かった。

　5月にコンビ
ニエンスストア
での軽自動車税
の収納を実施。
　納期内納付率
が4.3％向上し
た。
　市県民税、固
定資産税、国民
健康保険税、介
護保険料につい
て、来年度から
の実施準備に取
り掛かる。

　平成24年度か
ら市県民税、固
定資産税、国民
健康保険税、介
護保険料につい
てもコンビニ収
納を実施した。

　導入した全税
目保険料につい
て、前年度と比
較して、件数、
金額ともに1割
から2割の利用
率増となってお
り、督促状発送
枚数着実に減少
している。

検討 実施 完了 －

検討 実施 完了 －

－ － － －

コンビニ収納について
検討

具体的取組

　税金等の納付方法としては、納付書による納付と口座振替による納付があるが、コンビニ
収納やクレジット収納等公金収納業務の多様化を推進することにより収納率の向上を図る必
要がある。

スケジュール表

－

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　平成23年度より軽自動車税について、コンビニエンスストアで納められるようにする。平
成24年度よりは、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料についても実施す
る。

　平日・休日・夜間でも税金を納められるようになることで納付機会が拡充され、納税者の
利便性や納期内納付率の向上が図られる。

市税等のコンビニ収納の運用開始

窓口業務の改善

効果額

実績数値

目標数値

軽自動車税について実施

市県民税、固定資産税、
国民健康保険税、介護保
険料について実施

進行状況



重点項目 区分 新規

重点的な取組 9 担当課 市民課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

完了

　9月に請求
書・ホームペー
ジの内容共に、
住民の苦情・意
見を考慮し、請
求方法を図式化
する等、分かり
やすく記載しや
すい様式・内容
に修正した。

実施

実施・完了

－

請求書様式変更
ホームページ掲載

具体的取組

  住民票、戸籍等の郵便請求方法はホームページにも説明文を掲載しているが、内容がわか
りにくい。

スケジュール表

－

実　施　計　画　進　行　管　理　票

  郵便による請求方法を請求者にとってよりわかりやすい様式にするとともに、請求方法が
一目でわかるようなチラシやホームページとなるように表示を工夫する。

  郵便による請求方法を一目でよくわかるような内容にすることで、説明時間の短縮や市民
サービスの向上に繋がる。

郵便等による住民票・戸籍等の請求様式の簡素化

窓口業務の改善

効果額

実績数値

目標数値

進行状況



重点項目 区分 新規

重点的な取組 10 担当課 市民課

現状と課題

計画内容

期待される
効果

数値設定 基準値 －

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

中止

中止

検討 中止

検討 中止

－ －効果額

実績数値

目標数値

実　施　計　画　進　行　管　理　票

　各種の請求書・申請書類をできるだけ集約する。

　請求書・申請書類が集約され、どの用紙に記入したらよいかがわかりやすくなるととも
に、申請者の住所・氏名・生年月日等の記載の手間が軽減される。

請求・申請書類の簡素化

窓口業務の改善

進行状況

　各請求書・申請書類が戸籍関係、住民票、印鑑証明等それぞれ分かれているので、どの請
求書・申請書を使用するかに戸惑う来庁者が多かったが、案内係の配置により、その状況は
かなり改善されたと認識している。
　しかし、別の証明書をそれぞれ取得する場合、それぞれの請求書に来庁者の住所・氏名・
生年月日等を記載する必要があり、手間がかかっている。

スケジュール表

－

請求書様式変更
ホームページ掲載

申請手続きの簡素化につ
いて検討

　現行の申請書は
申請種別に色分け
されている。来庁
者に案内及び申請
書を記載する際に
おいて、現在の色
分け・種別ごとの
申請書形式が、分
かりやすく、記載
しやすいものと
なっている。
　申請書を統一す
ることで、記載内
容の手間は省ける
面がある一方、記
載の表記、箇所等
が分かりづらくな
り、不満が出る恐
れが否めない。
　さらに、申請書
の保存年限につい
ても、住民票1
年、印鑑2年、戸
籍3年とそれぞれ
保存年限が異なる
ため、統一化しが
たい。
　したがって、今
回統一様式に変更
することについて
中止するものとす
る。【平成24年1
月】

　用紙集約の方
向で調整してい
るが、多くの請
求書類を1枚の
用紙に集約しす
ぎると、逆にど
こに書いたらよ
いかわかりにく
くなることも考
えられるので、
わかりやすい集
約方法を検討し
た。

具体的取組


